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●

　、u　蓼耀羅・．．駿講　漢字の由来を知ろうー

　　　　　　　　■漢字は“表意文字々とい一）て、文字が意味を表しています。

　　　　　　　　　いろいろな漢字の由来を考えてみましょう。

回山＋石→岩（山にあるごつごつした石）　　　翻㎞愈　　　畠

日＋雲→曇（日が雲にかくれるとくもり）

手＋目→看（目の上に手をかざしてよくみる）

團火＋火→炎（火がさかんにもえている）

木＋木→林（木がたくさんはえている）

木＋木＋木→森（木がもっとたくさんある）

夕＋夕→多（夕方を重ねて、日数が多いこと）

口＋口＋口・⇒品（目を重ねていろいろたく

さんのものを表す）

あなたもいろいろ考えてみてください。

電
話
教
室
の

　
　
　
　
　
ご
利
用
を

　
電
報
電
話
局
で
は
「
電
話
の
上
手

な
使
い
方
」
「
電
話
応
対
の
マ
ナ
i
」

な
ど
に
つ
い
て
、
映
画
や
実
演
を
お

り
こ
ん
だ
楽
し
い
電
話
教
室
を
開
い

て
い
ま
す
。

　
職
場
や
学
校
、
地
域
の
団
体
や
グ

ル
ー
プ
に
も
ご
利
用
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
費
用
は
不
要
で
、
ご
希
望
の

場
所
へ
お
伺
い
し
ま
す
。

電
話
帳
を

　
　
　
差
し
上
げ
ま
す

　
県
内
各
版
の
電
話
帳
を
入
用
の
方

に
無
料
で
差
し
上
げ
ま
す
。
在
庫
は

五
冊
か
ら
四
十
冊
で
す
の
で
早
め
に

電
報
電
話
局
へ
ど
う
ぞ
。

善
意
あ
り
が
と
う

　
ご
ざ
い
ま
し
た

、

隠
楚
緬
鑑
キ
．
〕

　
町
連
合
婦
人
会
の
も
ち
米
ひ
と
に

ぎ
り
運
動
で
三
三
四
・
五
キ
ロ
集
め

て
い
た
だ
き
九
施
設
に
お
届
け
し
ま

し
た
。

＊
タ
オ
ル
一
四
四
本
ー
ー
1

「
町
軍
恩
婦
人
部
ー

　
町
軍
恩
連
盟
婦
人
部
か
ら
タ
オ
ル

一
四
四
本
寄
贈
、
松
之
山
診
療
所
と

四
保
育
所
へ
届
け
ま
し
た
。

＊

情
露
ダ
、
美
、
陣
u

　
黒
倉
老
人
ク
ラ
ブ
の
一
円
玉
募
金

二
、
ニ
モ
ニ
円
が
町
社
協
に
寄
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

12

月
に
あ
っ
た
行
事

－
日

7
日

8
日

9
日

1310
日日

上
蝦
池
冬
季
分
校
開
校

松
之
山
ス
キ
i
連
盟
総
会

町
議
会
産
業
経
済
委
員
会

歳
末
慰
問
（
ほ
く
ら
園
な
ど

六
施
設
、
婦
人
会
役
員
慰
問
）

第
三
回
総
合
計
画
審
議
会

松
里
保
育
所
ゆ
う
ぎ
会

町
議
会
総
務
民
生
委
員
会

教
育
委
員
会

老
人
ク
ラ
ブ
会
長
会
議

民
生
委
員
協
議
会

浦
田
地
区
ス
キ
ー
場
開
き

14
日

2215
日　日

24
日

25
日

歳
末
慰
問
（
妻
有
荘
な
ど
三

施
設
）

ス
キ
i
場
建
設
委
員
会

町
議
会
定
例
会
（
二
十
三
日

ま
で
）

終
業
式
（
松
之
山
・
三
省
・

松
里
・
東
川
小
・
松
之
山
中
）

終
業
式
（
浦
田
小
・
中
）

入
札

農
道
災
害
復
旧
事
業
（
延
長

四
〇
m
）

請
負
者
・
高
橋
組

ii饗

尉

・
嚢
難
難

．
’

ウ
く
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今月からスタート

本格的な高齢化社会にそなえて

　
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
を
前
に
、
今
後
，
国
民

の
老
後
の
健
康
を
ど
の
よ
う
に
確
保
し
て
ゆ
く
か
、
政
府

で
は
こ
こ
数
年
に
わ
た
り
検
討
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
二
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
「
老
人
保
健
制
度
」
は
、

こ
の
よ
う
な
検
．
討
の
結
果
生
ま
れ
た
全
く
新
し
い
制
度
で

す
。　

老
人
保
健
制
度
は
、
壮
年
期
か
ら
の
総
合
的
な
保
健
対

策
を
推
進
し
，
国
民
が
健
康
な
老
後
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
と
と
も
に
、
老
人
の
医
療
賛
を
国
民
が
公
平
に
負

担
す
る
こ
と
を
主
な
ね
ら
い
と
し
て
い
ま
す
。

口
偉
．
矯
の
受
け
万

象
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳

未
満
の
人
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ

め
寝
た
き
り
な
ど
の
状
態
に
あ
る
と

い
う
市
町
村
長
の
認
定
を
受
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

諭
．

⑤
　
　
織
、

餌
燭

健
康
手
帳
の
交
付

　
医
療
は
七
十
歳
の
誕
生
日
ま
た
は

寝
た
き
り
な
ど
の
状
態
に
あ
る
旨
の

認
定
を
受
け
た
月
の
翌
月
か
ら
開
始

さ
れ
ま
す
。

　
今
ま
で
の
老
人
医
療
費
受
給
者
証

の
代
わ
り
に
健
康
手
帳
が
交
付
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
は
医
療
の
受
給
資
格
を

証
明
し
、
医
療
と
日
常
の
健
康
管
理

に
役
立
た
せ
る
た
め
に
健
康
診
査
な

ど
の
結
果
を
記
録
す
る
も
の
で
す
。

医
療
を
受
け
る
場
合
に
は
、
こ
の
健

康
手
帳
に
保
険
証
を
添
え
て
提
示
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
医
療
の
給
付
は
、

合
と
同
様
で
す
。

健
康
保
険
の
場

費
用
の
一
部
負
担

医
療
の
対
象
者

　
老
人
保
健
の
医
療
は
、
七
十
歳
以

上
の
加
入
者
お
よ
び
六
十
五
歳
以
上

七
十
歳
未
満
で
寝
た
き
り
な
ど
の
状

態
に
あ
る
医
療
保
険
の
加
入
者
が
対

φ
璽
）

　
　
ρ
い

イ
“
一

一
部
負
担
金

月
の
最
初
の
診
療
日
に

　
　
　
　
四
〇
〇
円

　
老
人
保
健
の
医
療
を
受
け
る
人
は
、

一
部
負
担
金
を
医
療
機
関
の
窓
口
で

支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
町
内
の
湯
本
、
東
川
、
浦
田
の
各

出
張
診
療
所
も
一
医
療
機
関
と
な
り

初
診
・
再
診
を
問
わ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ

の
窓
口
で
最
初
の
診
療
日
に
（
ひ
と

月
に
一
回
）
四
〇
〇
円
の
一
部
負
担

金
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

な
る
べ
く
一
か
所
で
か
か
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
ー
松
之
山
診
療
所
1

医
療
の
給
付

　
老
人
保
健
の
医
療
は
、
健
康
保
険

や
国
民
健
康
保
険
を
取
り
扱
っ
て
い

る
病
院
・
診
療
所
ま
た
は
医
師
の
処

方
せ
ん
に
よ
り
医
薬
品
を
販
売
・
授

与
す
る
薬
局
で
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
老
人
医
療
費
支
給
制

度
で
は
、
や
や
も
す
れ
ば
健
康
に
対

す
る
自
覚
を
弱
め
、
行
き
過
ぎ
た
受

診
を
招
い
て
い
る
と
い
っ
た
問
題
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め

老
人
の
方
々
に
健
康
へ
の
自
覚
を
持

っ
て
い
た
だ
き
、
適
切
な
受
診
を
お

願
い
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
制
度
化

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
外
来
（
通
院
）
の
場
合
は
、
そ
の

月
の
最
初
の
診
療
日
に
四
百
円
の
一

部
負
担
金
を
医
療
機
関
に
支
払
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
入
院
時
の
一
部
負
担
金
は
、
一
日

当
た
り
三
百
円
で
す
。
た
だ
し
、
同

じ
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
継
続
し
て

二
か
月
を
超
え
て
入
院
し
た
と
き
は

そ
の
後
は
支
払
う
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

働鉛
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保健サービス

病
気
予
防
か
ら

　
　
リ
パ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ま
で

　
ど
ん
な
に
若
々
し
く
健
康
な
入
も
い
つ
か
は
老
後
を
迎

え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
病
気
を
し
た
く
な
い
と
い
う

の
は
、
す
べ
て
の
人
の
願
い
で
す
。
し
か
し
、
病
気
と
全

く
無
縁
の
老
後
は
な
か
な
か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
新

制
度
の
ス
タ
ー
ト
を
き
っ
か
け
に
、
わ
た
し
た
ち
｝
人
一

人
が
、
健
康
な
老
後
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
“
健
康
づ
く
り
”

に
関
心
を
寄
せ
た
い
も
の
で
す
。

　
老
人
保
健
制
度
で
は
、
壮
年
期
以

降
の
病
気
の
予
防
か
ら
リ
ハ
ビ
リ
テ

…
シ
ョ
ン
ま
で
の
一
貫
し
た
保
健
サ

ー
ビ
ス
を
行
い
ま
す
。

　
お
年
寄
り
の
病
気
に
は
、
高
血
圧
、

脳
卒
中
、
心
臓
病
な
ど
慢
性
的
な
も

の
が
多
く
、
治
り
に
く
い
と
い
う
特

徴
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
健
康
で

平
和
な
老
後
を
確
保
す
る
た
め
に
は

ふ
だ
ん
か
ら
の
健
康
管
理
が
大
切
で

す
。　

こ
う
し
た
健
康
づ
く
り
は
、
一
人

一
人
が
自
分
の
責
任
で
行
う
こ
と
が

大
切
で
す
が
、
そ
れ
と
併
せ
て
制
度

的
に
も
適
切
な
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

　
こ
の
た
め
、
四
十
歳
以
上
の
加
入

者
を
対
象
と
し
て
、
市
町
村
が
健
康

相
談
や
健
康
診
査
（
循
環
器
系
の
病

気
と
ガ
ン
を
中
心
に
年
一
回
実
施
）

機
能
訓
練
、
訪
問
指
導
（
寝
た
き
り

の
人
を
対
象
に
食
事
や
療
養
な
ど
を

指
導
）
な
ど
、
各
種
の
保
健
事
業
を

実
施
し
ま
す
。

巫
」

　
老
人
保
健
制
度

で
は
、
七
十
歳
以

上
の
人
の
医
療
費

費
の
負
担
割
合
に
は
、

ス
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。

　
特
に
老
人
加
入
率
の
高
い
国
民
健

康
保
険
は
、
老
人
医
療
費
の
負
担
割

合
が
高
く
、
そ
の
た
め
財
政
は
、
も

肛　
　
を
国
・
県
・
町
と

　
　
医
療
保
険
各
制
度

を
の
保
険
者
が
負
担

合
す
る
こ
と
に
な
り

賭
り
ま
し
た
。

皇
O担

医
療
保
険
制
度

負
に
は
、
健
康
縫
、

　
　
国
民
健
康
保
険

　
　
共
済
組
合
な
ど
が

　
　
あ
り
ま
す
が
、
そ

　
　
れ
ら
の
老
人
医
療

　
　
　
　
ア
ン
バ
ラ
ン

は
や
パ
ン
ク
寸
前
の
状
態
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
。

　
な
ぜ
、
国
民
健
康
保
険
の
老
人
加

入
率
が
高
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
現
在
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
お
年
寄
り
の
多
く
は
、
若
い

こ
ろ
に
は
健
康
保
険
や
共
済
組
合
に

加
入
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
退

職
す
る
と
、
健
康
保
険
な
ど
に
加
入

で
き
な
い
た
め
、
国
民
健
康
保
険
に

移
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
老
人
加
入

率
が
増
え
て
し
ま
う
の
で
す
。

　
そ
こ
で
、
国
・
県
・
町
の
ほ
か
、

医
療
保
険
各
制
度
が
拠
出
金
を
出
し

合
う
こ
と
に
よ
っ
て
老
人
医
療
費
負

担
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
是
正
し
、
お

年
寄
り
に
対
ナ
る
医
療
を
確
実
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で

す
。

IIII門”lill【3】川III川川”””川”lll””川II川”川Ill川ll”川川1川川II川川1川川1

老人医療費などの推移

　48年度二100とした場合
554DD傷 48年度二100とし

431

326

300
277

219
202 2ま7

191

轟駒 162

難 130

森
峯、

国

匿
療
費

民
医
療
費

100
国
民
総
仕50

52

　5
54‘

　㌧

100

56
年度

48

創設の背景

お
年
寄
り
の
有
病
率
の
増
加
が

医
療
費
を
圧
迫

　
国
民
医
療
費
は
年
々
増
え
続
け
て

お
り
、
昭
和
五
十
六
年
度
は
年
間
約

十
三
兆
円
に
も
達
し
ま
し
た
。
な
か

で
も
、
お
年
寄
り
の
医
療
費
は
、
老

人
医
療
費
の
無
料
化
や
医
学
医
術
の

進
歩
な
ど
で
約
三
兆
円
近
く
に
も
な

り
、
国
民
医
療
費
の
二
十
％
以
上
を

占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
背
景
と
し
て
、
わ
が
国
の
平

均
寿
命
が
世
界
で
一
、
二
位
を
争
う

ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
そ
し
て
、
七
十
歳
以
上
の

お
年
寄
り
の
有
病
率
は
四
十
％
を
超

え
、
国
民
一
般
の
有
病
率
の
四
倍
近

く
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
と
同
時
に
、
わ
が
国
は
、
世

界
で
例
を
み
な
い
速
さ
で
高
齢
化
社

会
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
現
在

は
国
民
百
人
の
う
ち
約
六
人
が
七
十

歳
以
上
の
お
年
寄
り
で
す
が
、
昭
和

九
十
五
年
（
三
十
七
年
後
）
に
は
約

十
六
人
に
な
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま

す
。　

こ
の
よ
う
に
、
老
人
人
口
が
増
加

し
て
い
く
と
、
老
人
医
療
費
も
そ
れ

に
伴
っ
て
増
大
し
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。
増
え
続
け
る
老
人
医
療
費

を
効
率
化
し
、
国
民
が
み
ん
な
で
公

平
に
負
担
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら

の
老
人
医
療
の
重
要
な
課
題
で
す
。

ま
た
、
長
期
的
に
は
、
国
民
が
健
康

な
老
後
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
若
い
時
か
ら
の
予
防
や
健
康
管

理
の
重
要
性
が
増
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
、
「
老

人
保
健
制
度
」
は
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
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今月からスタート

本格的な高齢化社会にそなえて

　
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
を
前
に
、
今
後
，
国
民

の
老
後
の
健
康
を
ど
の
よ
う
に
確
保
し
て
ゆ
く
か
、
政
府

で
は
こ
こ
数
年
に
わ
た
り
検
討
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
二
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
「
老
人
保
健
制
度
」
は
、

こ
の
よ
う
な
検
．
討
の
結
果
生
ま
れ
た
全
く
新
し
い
制
度
で

す
。　

老
人
保
健
制
度
は
、
壮
年
期
か
ら
の
総
合
的
な
保
健
対

策
を
推
進
し
，
国
民
が
健
康
な
老
後
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
と
と
も
に
、
老
人
の
医
療
賛
を
国
民
が
公
平
に
負

担
す
る
こ
と
を
主
な
ね
ら
い
と
し
て
い
ま
す
。

口
偉
．
矯
の
受
け
万

象
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳

未
満
の
人
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ

め
寝
た
き
り
な
ど
の
状
態
に
あ
る
と

い
う
市
町
村
長
の
認
定
を
受
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

諭
．

⑤
　
　
織
、

餌
燭

健
康
手
帳
の
交
付

　
医
療
は
七
十
歳
の
誕
生
日
ま
た
は

寝
た
き
り
な
ど
の
状
態
に
あ
る
旨
の

認
定
を
受
け
た
月
の
翌
月
か
ら
開
始

さ
れ
ま
す
。

　
今
ま
で
の
老
人
医
療
費
受
給
者
証

の
代
わ
り
に
健
康
手
帳
が
交
付
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
は
医
療
の
受
給
資
格
を

証
明
し
、
医
療
と
日
常
の
健
康
管
理

に
役
立
た
せ
る
た
め
に
健
康
診
査
な

ど
の
結
果
を
記
録
す
る
も
の
で
す
。

医
療
を
受
け
る
場
合
に
は
、
こ
の
健

康
手
帳
に
保
険
証
を
添
え
て
提
示
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
医
療
の
給
付
は
、

合
と
同
様
で
す
。

健
康
保
険
の
場

費
用
の
一
部
負
担

医
療
の
対
象
者

　
老
人
保
健
の
医
療
は
、
七
十
歳
以

上
の
加
入
者
お
よ
び
六
十
五
歳
以
上

七
十
歳
未
満
で
寝
た
き
り
な
ど
の
状

態
に
あ
る
医
療
保
険
の
加
入
者
が
対

φ
璽
）

　
　
ρ
い

イ
“
一

一
部
負
担
金

月
の
最
初
の
診
療
日
に

　
　
　
　
四
〇
〇
円

　
老
人
保
健
の
医
療
を
受
け
る
人
は
、

一
部
負
担
金
を
医
療
機
関
の
窓
口
で

支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
町
内
の
湯
本
、
東
川
、
浦
田
の
各

出
張
診
療
所
も
一
医
療
機
関
と
な
り

初
診
・
再
診
を
問
わ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ

の
窓
口
で
最
初
の
診
療
日
に
（
ひ
と

月
に
一
回
）
四
〇
〇
円
の
一
部
負
担

金
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

な
る
べ
く
一
か
所
で
か
か
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
ー
松
之
山
診
療
所
1

医
療
の
給
付

　
老
人
保
健
の
医
療
は
、
健
康
保
険

や
国
民
健
康
保
険
を
取
り
扱
っ
て
い

る
病
院
・
診
療
所
ま
た
は
医
師
の
処

方
せ
ん
に
よ
り
医
薬
品
を
販
売
・
授

与
す
る
薬
局
で
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
老
人
医
療
費
支
給
制

度
で
は
、
や
や
も
す
れ
ば
健
康
に
対

す
る
自
覚
を
弱
め
、
行
き
過
ぎ
た
受

診
を
招
い
て
い
る
と
い
っ
た
問
題
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め

老
人
の
方
々
に
健
康
へ
の
自
覚
を
持

っ
て
い
た
だ
き
、
適
切
な
受
診
を
お

願
い
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
制
度
化

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
外
来
（
通
院
）
の
場
合
は
、
そ
の

月
の
最
初
の
診
療
日
に
四
百
円
の
一

部
負
担
金
を
医
療
機
関
に
支
払
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
入
院
時
の
一
部
負
担
金
は
、
一
日

当
た
り
三
百
円
で
す
。
た
だ
し
、
同

じ
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
継
続
し
て

二
か
月
を
超
え
て
入
院
し
た
と
き
は

そ
の
後
は
支
払
う
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

働鉛
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保健サービス

病
気
予
防
か
ら

　
　
リ
パ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ま
で

　
ど
ん
な
に
若
々
し
く
健
康
な
入
も
い
つ
か
は
老
後
を
迎

え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
病
気
を
し
た
く
な
い
と
い
う

の
は
、
す
べ
て
の
人
の
願
い
で
す
。
し
か
し
、
病
気
と
全

く
無
縁
の
老
後
は
な
か
な
か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
新

制
度
の
ス
タ
ー
ト
を
き
っ
か
け
に
、
わ
た
し
た
ち
｝
人
一

人
が
、
健
康
な
老
後
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
“
健
康
づ
く
り
”

に
関
心
を
寄
せ
た
い
も
の
で
す
。

　
老
人
保
健
制
度
で
は
、
壮
年
期
以

降
の
病
気
の
予
防
か
ら
リ
ハ
ビ
リ
テ

…
シ
ョ
ン
ま
で
の
一
貫
し
た
保
健
サ

ー
ビ
ス
を
行
い
ま
す
。

　
お
年
寄
り
の
病
気
に
は
、
高
血
圧
、

脳
卒
中
、
心
臓
病
な
ど
慢
性
的
な
も

の
が
多
く
、
治
り
に
く
い
と
い
う
特

徴
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
健
康
で

平
和
な
老
後
を
確
保
す
る
た
め
に
は

ふ
だ
ん
か
ら
の
健
康
管
理
が
大
切
で

す
。　

こ
う
し
た
健
康
づ
く
り
は
、
一
人

一
人
が
自
分
の
責
任
で
行
う
こ
と
が

大
切
で
す
が
、
そ
れ
と
併
せ
て
制
度

的
に
も
適
切
な
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

　
こ
の
た
め
、
四
十
歳
以
上
の
加
入

者
を
対
象
と
し
て
、
市
町
村
が
健
康

相
談
や
健
康
診
査
（
循
環
器
系
の
病

気
と
ガ
ン
を
中
心
に
年
一
回
実
施
）

機
能
訓
練
、
訪
問
指
導
（
寝
た
き
り

の
人
を
対
象
に
食
事
や
療
養
な
ど
を

指
導
）
な
ど
、
各
種
の
保
健
事
業
を

実
施
し
ま
す
。

巫
」

　
老
人
保
健
制
度

で
は
、
七
十
歳
以

上
の
人
の
医
療
費

費
の
負
担
割
合
に
は
、

ス
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。

　
特
に
老
人
加
入
率
の
高
い
国
民
健

康
保
険
は
、
老
人
医
療
費
の
負
担
割

合
が
高
く
、
そ
の
た
め
財
政
は
、
も

肛　
　
を
国
・
県
・
町
と

　
　
医
療
保
険
各
制
度

を
の
保
険
者
が
負
担

合
す
る
こ
と
に
な
り

賭
り
ま
し
た
。

皇
O担

医
療
保
険
制
度

負
に
は
、
健
康
縫
、

　
　
国
民
健
康
保
険

　
　
共
済
組
合
な
ど
が

　
　
あ
り
ま
す
が
、
そ

　
　
れ
ら
の
老
人
医
療

　
　
　
　
ア
ン
バ
ラ
ン

は
や
パ
ン
ク
寸
前
の
状
態
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
。

　
な
ぜ
、
国
民
健
康
保
険
の
老
人
加

入
率
が
高
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
現
在
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
お
年
寄
り
の
多
く
は
、
若
い

こ
ろ
に
は
健
康
保
険
や
共
済
組
合
に

加
入
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
退

職
す
る
と
、
健
康
保
険
な
ど
に
加
入

で
き
な
い
た
め
、
国
民
健
康
保
険
に

移
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
老
人
加
入

率
が
増
え
て
し
ま
う
の
で
す
。

　
そ
こ
で
、
国
・
県
・
町
の
ほ
か
、

医
療
保
険
各
制
度
が
拠
出
金
を
出
し

合
う
こ
と
に
よ
っ
て
老
人
医
療
費
負

担
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
是
正
し
、
お

年
寄
り
に
対
ナ
る
医
療
を
確
実
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で

す
。
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老人医療費などの推移

　48年度二100とした場合
554DD傷 48年度二100とし

431

326

300
277

219
202 2ま7

191

轟駒 162

難 130

森
峯、

国

匿
療
費

民
医
療
費

100
国
民
総
仕50

52

　5
54‘

　㌧

100

56
年度

48

創設の背景

お
年
寄
り
の
有
病
率
の
増
加
が

医
療
費
を
圧
迫

　
国
民
医
療
費
は
年
々
増
え
続
け
て

お
り
、
昭
和
五
十
六
年
度
は
年
間
約

十
三
兆
円
に
も
達
し
ま
し
た
。
な
か

で
も
、
お
年
寄
り
の
医
療
費
は
、
老

人
医
療
費
の
無
料
化
や
医
学
医
術
の

進
歩
な
ど
で
約
三
兆
円
近
く
に
も
な

り
、
国
民
医
療
費
の
二
十
％
以
上
を

占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
背
景
と
し
て
、
わ
が
国
の
平

均
寿
命
が
世
界
で
一
、
二
位
を
争
う

ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
そ
し
て
、
七
十
歳
以
上
の

お
年
寄
り
の
有
病
率
は
四
十
％
を
超

え
、
国
民
一
般
の
有
病
率
の
四
倍
近

く
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
と
同
時
に
、
わ
が
国
は
、
世

界
で
例
を
み
な
い
速
さ
で
高
齢
化
社

会
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
現
在

は
国
民
百
人
の
う
ち
約
六
人
が
七
十

歳
以
上
の
お
年
寄
り
で
す
が
、
昭
和

九
十
五
年
（
三
十
七
年
後
）
に
は
約

十
六
人
に
な
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま

す
。　

こ
の
よ
う
に
、
老
人
人
口
が
増
加

し
て
い
く
と
、
老
人
医
療
費
も
そ
れ

に
伴
っ
て
増
大
し
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。
増
え
続
け
る
老
人
医
療
費

を
効
率
化
し
、
国
民
が
み
ん
な
で
公

平
に
負
担
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら

の
老
人
医
療
の
重
要
な
課
題
で
す
。

ま
た
、
長
期
的
に
は
、
国
民
が
健
康

な
老
後
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
若
い
時
か
ら
の
予
防
や
健
康
管

理
の
重
要
性
が
増
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
、
「
老

人
保
健
制
度
」
は
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
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所
2月16日から3月15日まで

「
隆
、
難
罰
鮮
鶴
序
ロ

贈
与
税
の
申
告
は

　
　
二
月
一
日
か
ら

　
所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
二
月
十

六
日
か
ら
受
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。

申
告
期
限
は
三
月
十
五
日
ま
で
で
す
。

期
限
間
近
に
な
り
ま
す
と
税
務
署
は

大
変
混
雑
し
、
落
ち
着
い
て
相
談
で

き
な
か
っ
た
り
、
長
時
間
お
待
ち
い

た
だ
く
よ
う
な
こ
と
に
な
り
か
ね
ま

せ
ん
の
で
、
確
定
申
告
は
で
き
る
だ

け
早
く
行
う
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
贈
与
税
の
申
告
は
二
月
一

日
か
ら
三
月
十
五
日
ま
で
で
す
。

礫
繋

確
定
申
告
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

　
次
の
よ
う
な
人
は
所
得
税
の
確
定

申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

▽
事
業
を
し
て
い
る
人
、
地
代
や
家

　
賃
収
入
の
あ
る
人
、
土
地
や
建
物

　
を
売
っ
た
人
な
ど
で
、
昭
和
五
十

　
七
年
中
の
所
得
の
合
計
額
が
基
礎

　
控
除
、
扶
養
控
除
な
ど
の
所
得
控

　
除
の
合
計
額
を
超
え
る
人
。

▽
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
給
与
の
年
収

　
が
一
千
万
円
を
超
え
る
人
や
二
か

　
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る

　
人
、
給
与
以
外
の
所
得
金
額
が
、

　
年
間
二
十
万
円
を
超
え
る
人
。

　
　
な
お
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
も
、

　
雑
損
控
除
や
医
療
費
控
除
、
住
宅

　
取
得
控
除
な
ど
が
受
け
ら
れ
る
人

　
は
、
確
定
申
告
を
し
て
税
金
の
還

　
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

凝

曙
矯
、

　
　
茅
＼
7
　
　
、
、

濡
轟
｛

　
　
、
穴
蝸

正
し
い
所
得
税
の

　
　
　
　
確
定
申
告
を

　
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
人
が
申
告
を
怠
っ
た
り
、
不
正
な

申
告
を
し
ま
す
と
、
後
で
不
足
の
税

金
を
納
め
る
だ
け
で
な
く
、
加
算
税

が
課
せ
ら
れ
、
延
滞
税
も
納
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
不
正
な

行
為
に
は
普
通
よ
り
重
い
加
算
税
が

課
せ
ら
れ
ま
す
。

申
告
書
は

　
　
自
分
で
書
き
ま
し
ょ
う

　
税
務
署
か
ら
申
告
書
用
紙
や
「
申

告
書
の
書
き
か
た
」
な
ど
が
送
ら
れ

て
い
る
方
は
、
必
ず
そ
の
申
告
書
用

紙
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
送
ら
れ

て
い
な
い
方
は
、
税
務
署
に
申
告
書

用
紙
や
「
申
告
書
の
書
き
か
た
」
な

ど
が
用
意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
所
得
や
税
額
の
計
算
の
仕

方
、
申
告
書
の
書
き
方
な
ど
で
分
か

ら
な
い
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気

軽
に
税
務
署
、
役
場
の
税
務
係
に
お

た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

事
業
税
や
住
民
税
の
申
告

　
事
業
税
や
住
民
税
も
そ
れ
ぞ
れ
申

告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を

税
務
署
に
提
出
し
た
人
は
、
改
め
て

事
業
税
や
住
民
税
の
申
告
書
を
提
出

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

振
替
納
税
を

　
　
利
用
し
ま
し
ょ
う

　
所
得
税
の
納
税
方
法
に
、
振
替
納

税
制
度
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
制
度
は
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
銀

行
な
ど
の
預
金
口
座
か
ら
振
替
に
よ

っ
て
納
税
で
き
る
と
い
う
も
の
で
、

納
税
の
た
め
の
手
数
が
少
な
く
て
済

み
、
大
変
便
利
で
す
。

　
こ
の
制
度
を
新
た
に
利
用
す
る
に

は
、
　
「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
」

と
、
　
「
納
付
書
送
付
依
頼
書
」
を
、

預
金
先
の
金
融
機
関
ま
た
は
税
務
署

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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一

住宅は生活の
やすらぎの場です

固定資産税（地）

不動産取得税（地）

　自動車は毎日の

生活に密着しています

　物品税（国）

　揮発油税（国）

　地方道路税（国）

　自動車重量税（国）

　自動車税（地）
自動職得税（地）／

テレビを見るのは

楽しみの一つです

　物品税（国）

彰
お父さんは

サラリーマンです

所得税（国）

県民税（地）

町民税（地）
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お父さんのお酒や

お母さんの料理には

　酒税（国）
　砂糖消費税（国）

電気やガスは
毎日使用するものです

電源開発促進税（国）

電気税（地）

ガス税（地）
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贈
与
税
は
、
個
人
か
ら
財
産
を
も

ら
っ
た
と
き
に
、
財
産
を
も
ら
っ
た

人
に
か
か
る
税
金
で
す
。

　
一
年
間
に
贈
与
を
受
け
た
財
産
の

合
計
碩
が
、
六
十
万
円
を
超
え
る
と

き
は
贈
与
税
の
申
告
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
商
売
な
ど
を
し
て
い
る
人
の
所
得

税
は
、
自
分
で
所
得
や
税
額
を
計
算

し
て
申
告
し
、
納
税
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　
自
分
の
所
得
を
正
し
く
計
算
す
る

た
め
に
は
、
毎
日
の
取
引
を
き
ち
ん

と
記
帳
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
夫
婦
の
間
で
居
住
用
不
動

産
な
ど
の
贈
与
が
あ
っ
た
と
き
は
、

一
定
の
要
件
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る

と
、
基
礎
控
除
（
六
十
万
円
）
の
ほ

か
に
最
高
一
千
万
円
ま
で
の
配
偶
者

控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
こ
の
配
偶
者
控
除
は
一

生
に
一
度
し
か
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
贈
与
税
の
申
告
と
納
税
は
、
贈
与

を
受
け
た
年
の
翌
年
二
月
一
日
か
ら

三
月
十
五
日
ま
で
で
す
。

　
こ
の
た
め
、
噸
定
の
帳
簿
に
基
づ

い
て
正
確
な
所
得
や
税
額
を
計
算
し

て
申
告
す
る
人
は
、
所
得
の
計
算
上

い
ろ
い
ろ
有
利
な
取
扱
い
が
受
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

を
青
色
申
告
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の

よ
う
に
き
ち
ん
と
記
帳
す
る
こ
と
は
、

節
税
と
経
営
の
合
理
化
に
も
役
立
つ

こ
と
で
す
の
で
青
色
申
告
を
お
奨
め

し
ま
す
。
商
売
を
し
て
い
る
人
の
半

数
以
上
が
青
色
申
告
を
し
て
い
ま
す
。

納
税
相
談

▽
日
時

　
二
月
二
十
二
日
（
火
）
か
ら

　
二
月
二
十
五
日
（
金
）
ま
で

午
前
九
時
よ
り
午
後
四
時
半
ま

　
で
（
二
十
五
日
は
午
前
中
）

※
税
務
署
、
役
場
か
ら
案
内
通
知

　
の
指
定
さ
れ
た
日
時
に
お
い
で

　
く
だ
さ
い
。

　
　
な
お
、
今
回
の
相
談
は
確
定

申
告
者
の
み
で
す
ゆ
住
民
税
（
町
・

県
民
税
）
の
受
理
は
三
月
一
日

　
か
ら
三
月
十
日
ま
で
の
間
各
部

落
等
で
行
い
ま
す
。
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所
2月16日から3月15日まで

「
隆
、
難
罰
鮮
鶴
序
ロ

贈
与
税
の
申
告
は

　
　
二
月
一
日
か
ら

　
所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
二
月
十

六
日
か
ら
受
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。

申
告
期
限
は
三
月
十
五
日
ま
で
で
す
。

期
限
間
近
に
な
り
ま
す
と
税
務
署
は

大
変
混
雑
し
、
落
ち
着
い
て
相
談
で

き
な
か
っ
た
り
、
長
時
間
お
待
ち
い

た
だ
く
よ
う
な
こ
と
に
な
り
か
ね
ま

せ
ん
の
で
、
確
定
申
告
は
で
き
る
だ

け
早
く
行
う
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
贈
与
税
の
申
告
は
二
月
一

日
か
ら
三
月
十
五
日
ま
で
で
す
。

礫
繋

確
定
申
告
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

　
次
の
よ
う
な
人
は
所
得
税
の
確
定

申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

▽
事
業
を
し
て
い
る
人
、
地
代
や
家

　
賃
収
入
の
あ
る
人
、
土
地
や
建
物

　
を
売
っ
た
人
な
ど
で
、
昭
和
五
十

　
七
年
中
の
所
得
の
合
計
額
が
基
礎

　
控
除
、
扶
養
控
除
な
ど
の
所
得
控

　
除
の
合
計
額
を
超
え
る
人
。

▽
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
給
与
の
年
収

　
が
一
千
万
円
を
超
え
る
人
や
二
か

　
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る

　
人
、
給
与
以
外
の
所
得
金
額
が
、

　
年
間
二
十
万
円
を
超
え
る
人
。

　
　
な
お
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
も
、

　
雑
損
控
除
や
医
療
費
控
除
、
住
宅

　
取
得
控
除
な
ど
が
受
け
ら
れ
る
人

　
は
、
確
定
申
告
を
し
て
税
金
の
還

　
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

凝

曙
矯
、

　
　
茅
＼
7
　
　
、
、

濡
轟
｛

　
　
、
穴
蝸

正
し
い
所
得
税
の

　
　
　
　
確
定
申
告
を

　
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
人
が
申
告
を
怠
っ
た
り
、
不
正
な

申
告
を
し
ま
す
と
、
後
で
不
足
の
税

金
を
納
め
る
だ
け
で
な
く
、
加
算
税

が
課
せ
ら
れ
、
延
滞
税
も
納
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
不
正
な

行
為
に
は
普
通
よ
り
重
い
加
算
税
が

課
せ
ら
れ
ま
す
。

申
告
書
は

　
　
自
分
で
書
き
ま
し
ょ
う

　
税
務
署
か
ら
申
告
書
用
紙
や
「
申

告
書
の
書
き
か
た
」
な
ど
が
送
ら
れ

て
い
る
方
は
、
必
ず
そ
の
申
告
書
用

紙
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
送
ら
れ

て
い
な
い
方
は
、
税
務
署
に
申
告
書

用
紙
や
「
申
告
書
の
書
き
か
た
」
な

ど
が
用
意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
所
得
や
税
額
の
計
算
の
仕

方
、
申
告
書
の
書
き
方
な
ど
で
分
か

ら
な
い
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気

軽
に
税
務
署
、
役
場
の
税
務
係
に
お

た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

事
業
税
や
住
民
税
の
申
告

　
事
業
税
や
住
民
税
も
そ
れ
ぞ
れ
申

告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を

税
務
署
に
提
出
し
た
人
は
、
改
め
て

事
業
税
や
住
民
税
の
申
告
書
を
提
出

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

振
替
納
税
を

　
　
利
用
し
ま
し
ょ
う

　
所
得
税
の
納
税
方
法
に
、
振
替
納

税
制
度
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
制
度
は
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
銀

行
な
ど
の
預
金
口
座
か
ら
振
替
に
よ

っ
て
納
税
で
き
る
と
い
う
も
の
で
、

納
税
の
た
め
の
手
数
が
少
な
く
て
済

み
、
大
変
便
利
で
す
。

　
こ
の
制
度
を
新
た
に
利
用
す
る
に

は
、
　
「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
」

と
、
　
「
納
付
書
送
付
依
頼
書
」
を
、

預
金
先
の
金
融
機
関
ま
た
は
税
務
署

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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一
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一

住宅は生活の
やすらぎの場です

固定資産税（地）

不動産取得税（地）

　自動車は毎日の

生活に密着しています

　物品税（国）

　揮発油税（国）

　地方道路税（国）

　自動車重量税（国）

　自動車税（地）
自動職得税（地）／

テレビを見るのは

楽しみの一つです

　物品税（国）

彰
お父さんは

サラリーマンです

所得税（国）

県民税（地）

町民税（地）
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　　Dq
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お父さんのお酒や

お母さんの料理には

　酒税（国）
　砂糖消費税（国）

電気やガスは
毎日使用するものです

電源開発促進税（国）

電気税（地）

ガス税（地）
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贈
与
税
は
、
個
人
か
ら
財
産
を
も

ら
っ
た
と
き
に
、
財
産
を
も
ら
っ
た

人
に
か
か
る
税
金
で
す
。

　
一
年
間
に
贈
与
を
受
け
た
財
産
の

合
計
碩
が
、
六
十
万
円
を
超
え
る
と

き
は
贈
与
税
の
申
告
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
商
売
な
ど
を
し
て
い
る
人
の
所
得

税
は
、
自
分
で
所
得
や
税
額
を
計
算

し
て
申
告
し
、
納
税
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　
自
分
の
所
得
を
正
し
く
計
算
す
る

た
め
に
は
、
毎
日
の
取
引
を
き
ち
ん

と
記
帳
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
夫
婦
の
間
で
居
住
用
不
動

産
な
ど
の
贈
与
が
あ
っ
た
と
き
は
、

一
定
の
要
件
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る

と
、
基
礎
控
除
（
六
十
万
円
）
の
ほ

か
に
最
高
一
千
万
円
ま
で
の
配
偶
者

控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
こ
の
配
偶
者
控
除
は
一

生
に
一
度
し
か
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
贈
与
税
の
申
告
と
納
税
は
、
贈
与

を
受
け
た
年
の
翌
年
二
月
一
日
か
ら

三
月
十
五
日
ま
で
で
す
。

　
こ
の
た
め
、
噸
定
の
帳
簿
に
基
づ

い
て
正
確
な
所
得
や
税
額
を
計
算
し

て
申
告
す
る
人
は
、
所
得
の
計
算
上

い
ろ
い
ろ
有
利
な
取
扱
い
が
受
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

を
青
色
申
告
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の

よ
う
に
き
ち
ん
と
記
帳
す
る
こ
と
は
、

節
税
と
経
営
の
合
理
化
に
も
役
立
つ

こ
と
で
す
の
で
青
色
申
告
を
お
奨
め

し
ま
す
。
商
売
を
し
て
い
る
人
の
半

数
以
上
が
青
色
申
告
を
し
て
い
ま
す
。

納
税
相
談

▽
日
時

　
二
月
二
十
二
日
（
火
）
か
ら

　
二
月
二
十
五
日
（
金
）
ま
で

午
前
九
時
よ
り
午
後
四
時
半
ま

　
で
（
二
十
五
日
は
午
前
中
）

※
税
務
署
、
役
場
か
ら
案
内
通
知

　
の
指
定
さ
れ
た
日
時
に
お
い
で

　
く
だ
さ
い
。

　
　
な
お
、
今
回
の
相
談
は
確
定

申
告
者
の
み
で
す
ゆ
住
民
税
（
町
・

県
民
税
）
の
受
理
は
三
月
一
日

　
か
ら
三
月
十
日
ま
で
の
間
各
部

落
等
で
行
い
ま
す
。
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「
E
耐

正肖の伝統誉舅

　
小
正
月
の
十
五
日
、
松
之
山
温
泉

で
越
後
の
奇
祭
「
む
こ
投
げ
」
と
「
す

み
ぬ
り
祭
」
が
行
な
わ
れ
N
H
K
ラ

ジ
オ
の
取
材
、
東
京
の
テ
レ
ビ
局
の

録
画
撮
り
で
三
波
豊
和
さ
ん
、
ま
た

県
内
外
の
ア
マ
チ
ュ
ア
カ
メ
ラ
マ
ン

約
八
十
名
が
訪
れ
地
元
の
人
達
な
ど

三
百
人
で
賑
わ
っ
た
。

　
こ
の
模
様
は
一
月
二
十
二
日
（
土
）

N
H
K
ラ
ジ
オ
「
昼
の
い
こ
い
」
で

全
国
放
送
さ
れ
た
。

　
ま
た
二
月
十
三
日
（
土
）
フ
ジ
テ

レ
ビ
「
ク
イ
ズ
！
知
ッ
テ
レ
Q
」
で

東
京
方
面
、
県
内
で
は
二
月
二
十
日

（
日
）
午
前
九
時
半
よ
り
N
S
T
テ

レ
ビ
で
放
映
さ
れ
る
予
定
で
す
。

灘
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、
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自

　
　
　
　
吾
午
後
議
繋
の
裏

　
　
　
　
薬
鯉
爺
雛
結
婚
し

　
　
曝
餐
．
〈
っ
た
や
）
害
年

蓬
属
壊
饗
が
れ
て
到
着
、
お
神
酒
を

い
た
だ
い
た
あ
と
婿
さ
ん
を
胴
あ
げ

し
五
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
崖
下
の
雪
の

中
に
投
げ
お
と
し
た
。
こ
の
行
事
は

「
嫁
を
と
ら
れ
た
と
い
う
青
年
た
ち

の
腹
い
せ
」
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
と

伝
え
ら
れ
て
い
る

　
婿
な
げ
の
あ
と
温
泉
入
口
広
場
で

正
月
に
飾
ら
れ
た
門
松
や
シ
メ
飾
り

書
き
初
め
な
ど
で
作
っ
た
歳
の
神
に

午
後
三
時
火
が
つ
け
ら
れ
た
。
こ
の

灰
を
手
に
と
り
雪
と
ま
ぜ
て
ス
ミ
を

つ
く
り
「
お
め
で
と
う
」
と
し
い
な

が
ら
誰
か
れ
と
な
く
お
互
の
顔
に
つ

け
て
無
病
息
災
を
祈
っ
て
い
た
。
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わ
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達
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刊
行

予
約
受
付
中

　
新
潟
県
が
「
立
県
百
年
」
の
記
念

事
業
と
し
て
、
か
ね
て
編
さ
ん
を
進

め
て
き
た
「
新
潟
県
史
」
は
、
昨
年

に
続
い
て
、
三
月
末
に
五
巻
が
刊
行

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
五
巻
は
、
貴
重
な
未
公
刊
史

料
を
多
数
紹
介
し
て
お
り
、
県
の
歴

史
を
知
る
上
で
不
可
欠
の
資
料
集
で

す
。　

昨
年
度
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
十
一

巻
も
御
好
評
を
得
て
、
県
内
外
の
方

方
に
愛
読
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
機

会
に
多
く
の
皆
様
の
御
購
読
を
お
勧

め
し
ま
す
。

▽
内
容
と
価
格

◎
資
料
編
1

　
　
考
　
古

◎
資
料
編
2

　
　
文
書
編

◎
資
料
編
H

　
　
文
　
化

◎
資
料
編
1
4

原
始
古
代
1

近編近II中編

代四世四世五

明
治
維
新
編
n
四
、

五
〇
〇
円

2九
五
〇
円

6九
五
〇
円

二九
〇
〇
円

◎
資
料
編
1
9
　
近
　
代
　
7

　
　
社
会
文
化
編
　
四
、
九
〇
〇
円

　
な
お
、
既
刊
の
十
一
巻
も
ま
だ
在

庫
が
あ
る
そ
う
で
す
。

▽
申
込
先

　
51
新
潟
市
学
校
町
通
一
番
町

　
　

　
〒
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
二
番
地

　
　
新
潟
県
総
務
部

　
　
　
県
史
編
さ
ん
室

　
費
〇
二
五
二
（
二
三
）
五
五
一
一

　
　
　
内
線
三
〇
二
五

▽
申
込
方
法

　
は
が
き
に
住
所
、
氏
名
、
購
入
巻

　
名
、
冊
数
、
公
私
用
の
別
、
電
話

　
番
号
を
記
し
、
お
申
込
み
く
だ
さ

　
い
Q

髪
．
馨
鵠
．
白
イ
賃
、
霞
負
萄
，
負
負
だ
葵
、
貝
彙
．
盤
桑
，
輿
．
葵
、
霞
、
璽
負
．
賃
負
負
．
亀
負
、
馨
蟄
負
負
負
負
負
彙
・
霞
項
負
顛
農
麟
頃
馨
黛
霞
資
負
蔭
毒
壷
頚
黛
蚕
璽
登
葺
蚕
含
藁
黛
負
篁
登
醤
資
護
登
責
蚕
喰
登
慧
§
頁
嚢
冨

青
春
づ
く
り
の
お
手
伝
い

　
　
　
　
　
国
の
進
学
ロ
ー
ン

　
お
子
様
の
進
学
に
は
、
ご
家
族
の

み
な
さ
ま
も
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
心
配
な

季
節
と
な
り
ま
し
た
。

　
志
望
校
が
決
ま
っ
た
ら
、
国
の
進

学
ロ
ー
ン
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
学
校
に
進
学
さ
れ
る
方
の
ご
父
母

ま
た
は
ご
本
人
（
勤
労
学
生
に
限
る
）

が
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
た
と
え

ば
、
入
学
金
、
授
業
料
か
ら
制
服
代
、

下
宿
の
敷
金
な
ど
進
学
に
際
し
必
要

な
資
金
と
し
て
幅
広
く
お
使
い
に
な

れ
ま
す
。

▽
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
。

　
高
校
、
大
学
等
に
進
学
さ
れ
る
た

　
め
の
資
金
を
必
要
と
さ
れ
る
方
。

▽
ご
融
資
額
。

　
一
進
学
者
あ
た
り
五
十
万
円
以
内
。

▽
融
資
期
問
。

　
高
校
三
年
以
内
、
大
学
四
年
以
内
。

▽
利
率
。

年
八
・
四
％
（
利
率
は
変
わ
る
こ

　
と
が
あ
り
ま
す
）

▽
保
証
人
。

　
一
名
以
上
。

▽
返
済
方
法
。

　
毎
月
元
利
均
等
返
済
。

▽
お
取
り
扱
い
期
間
。

　
五
十
八
年
四
月
末
日
ま
で
。

▽
窓
口
・
お
問
い
合
せ
。

　
4
3
上
越
市
大
町
三
－
二
ー
一

　
　

　
〒
　
国
民
金
融
公
庫
　
高
田
支
店

　
費
2
翌
（
茜
）
二
三
四
〇
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第4回

マ
イ
ホ
ー
ム
建
設
資
金

　
　
申
込
二
月
二
十
五
日
ま
で

　
住
宅
金
融
公
庫
で
は
、
自
分
が
住

む
た
め
の
住
宅
を
新
築
す
る
方
に
、

本
年
度
第
四
回
目
の
個
人
向
け
融
資

を
行
っ
て
い
ま
す
。

▽
受
付
期
間
。

　
一
月
二
十
六
日
か
ら
二
月
二
十
五

　
日
ま
で
。

▽
選
定
方
法
。

　
選
考
（
無
抽
選
）
に
よ
り
行
い
ま

　
す
。

▽
資
格
・
条
件
。

○
自
分
が
住
む
た
め
の
住
宅
を
新
築

　
す
る
方
で
土
地
の
準
備
が
で
き
て

　
い
る
方
。

〇
一
定
基
準
以
上
の
月
収
の
あ
る
方
。

○
住
宅
部
分
の
床
面
積
が
一
五
〇
㎡

以
下
の
住
宅
。

　
た
だ
し
、
六
十
歳
以
上
の
老
人
、

　
心
身
障
害
者
、
六
人
以
上
の
家
族

　
が
同
居
す
る
場
合
並
び
に
二
世
帯

住
宅
の
場
合
一
六
五
㎡
以
下
の
住

宅
。

住宅金融公庫

▽
返
済
期
問
。

　
木
造
の
場
合
二
十
五
年
以
内
。

▽
返
済
方
法
。

　
原
則
と
し
て
元
利
均
等
毎
月
払
い
。

　
ま
た
は
、
元
利
均
等
毎
月
払
い
と

　
ボ
ー
ナ
ス
払
い
の
併
用
。

　
な
お
、
ス
テ
ッ
プ
償
還
の
返
済
方

法
も
あ
り
ま
す
。

▽
申
込
場
所
。

　
住
宅
建
設
場
所
と
同
一
県
内
の
「
住

　
宅
金
融
公
庫
業
務
取
扱
店
」
と
表

冷崇傲
ー
ヂ田

イ
・

　
　
　
　
　
　
≦

　
示
し
た
金
融
機
関
。

◎
詳
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
住
宅

　
金
融
公
庫
、
北
関
東
支
所

　
台
（
9
董
）
琶
ー
套
憂
又
は
、
お

　
近
く
の
公
庫
業
務
取
扱
金
融
機
関

　
で
ご
相
談
下
さ
い
。

融資額及ぴ利率

住宅の床面積
利　　　率 融資限度額

当初10年間 11年目以降 乙地域 丙地域
50㎡～110㎡以ド

　　（135㎡以下）
5．5％ 7．3％ 500万円 480万円

110㎡超～135㎡以下

（135㎡超～165㎡以下）
6．5％ 7．3％ 560万円 530万円

135㎡超～150㎡以下 7．3％ 7．3％ 560万円 530万円

（注）　（）内は老人同居等の場合

　　　　　耀　　　　幾　　機季
。
鍵嫉隷勲繋

ビタミンは体の潤滑油

　ビタミンCが風邪に良いなど、最近はある

種のビタミンが病気に効くということから、

ビタミン・ブームが起こっています。ビタミ

ンはどんな働きをする栄養素なのでしょうか。

また、体に取り入れるにはどうしたら一番よ

いのでしょうか。

　わたしたちが、生命活動を営んでいくには、

数々の栄養素の助けが必要です。ビタミンも

その一つ。ビタミン自身は体のエネルギー源

にはなりませんが、エネルギーを効率よく使

うなど、体の機能をスムーズにする“潤滑油”

のような働きをします。

　ビタミンが不足すると、それぞれ特有の症

状を持った欠乏症が起こります。例えばビタ

ミンAが足りないと「夜盲症」に、B1が不足、
　　　かっけすると「脚気」という具合です。

　今日まで発見されているビタミンは、A、

Bl、B2、C、D、Eなど、約20種にのぽりま

す。この中にはごく少量、体の中でつくられ

るものもありますが、ほとんどは食物から摂

取されます。

　このようにビタミンは体の中でつくられた

／ヂノ汐
　詫

　り，　《ン
　じ
∂　4旨ゆ∈∋

ピ
切

／「

／（

り、食物に含まれる自然の栄養素なのですが、

重要性が明らかになるにつれて、人工的に合

成・生産されるようになりました。

　人工的にっくられたビタミンを、薬のよう

に取り入れる　　これ自体は悪いことではあ

りませんが、なるべくなら食物から取り入れ

るようにしたいものです。というのはいろい

ろなビタミンが含まれるさまざまな食物を取

ることで、ビタミンだけでなく、同時に他の

栄養素をバランスよくとることになるからで
す。



ー
ト
F
o
ウ
ー

昭和58年2月5日　Ill””II”””“”III”1”II”Ill”1”“1””””1”1””””llIII”川””“””lll””ll”1”ll”II”1”””“llII””””II”1”””lll”””Ill””II”””【8】

刊
行

予
約
受
付
中

　
新
潟
県
が
「
立
県
百
年
」
の
記
念

事
業
と
し
て
、
か
ね
て
編
さ
ん
を
進

め
て
き
た
「
新
潟
県
史
」
は
、
昨
年

に
続
い
て
、
三
月
末
に
五
巻
が
刊
行

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
五
巻
は
、
貴
重
な
未
公
刊
史

料
を
多
数
紹
介
し
て
お
り
、
県
の
歴

史
を
知
る
上
で
不
可
欠
の
資
料
集
で

す
。　

昨
年
度
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
十
一

巻
も
御
好
評
を
得
て
、
県
内
外
の
方

方
に
愛
読
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
機

会
に
多
く
の
皆
様
の
御
購
読
を
お
勧

め
し
ま
す
。

▽
内
容
と
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考
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文
書
編
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文
　
化
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資
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編
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代
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維
新
編
n
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、

五
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〇
円
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五
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円
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五
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円
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〇
円
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資
料
編
1
9
　
近
　
代
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文
化
編
　
四
、
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円

　
な
お
、
既
刊
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も
ま
だ
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庫
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う
で
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。

▽
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先
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校
町
通
一
番
町

　
　

　
〒
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
二
番
地

　
　
新
潟
県
総
務
部

　
　
　
県
史
編
さ
ん
室

　
費
〇
二
五
二
（
二
三
）
五
五
一
一

　
　
　
内
線
三
〇
二
五

▽
申
込
方
法

　
は
が
き
に
住
所
、
氏
名
、
購
入
巻

　
名
、
冊
数
、
公
私
用
の
別
、
電
話

　
番
号
を
記
し
、
お
申
込
み
く
だ
さ

　
い
Q

髪
．
馨
鵠
．
白
イ
賃
、
霞
負
萄
，
負
負
だ
葵
、
貝
彙
．
盤
桑
，
輿
．
葵
、
霞
、
璽
負
．
賃
負
負
．
亀
負
、
馨
蟄
負
負
負
負
負
彙
・
霞
項
負
顛
農
麟
頃
馨
黛
霞
資
負
蔭
毒
壷
頚
黛
蚕
璽
登
葺
蚕
含
藁
黛
負
篁
登
醤
資
護
登
責
蚕
喰
登
慧
§
頁
嚢
冨

青
春
づ
く
り
の
お
手
伝
い

　
　
　
　
　
国
の
進
学
ロ
ー
ン

　
お
子
様
の
進
学
に
は
、
ご
家
族
の

み
な
さ
ま
も
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
心
配
な

季
節
と
な
り
ま
し
た
。

　
志
望
校
が
決
ま
っ
た
ら
、
国
の
進

学
ロ
ー
ン
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
学
校
に
進
学
さ
れ
る
方
の
ご
父
母

ま
た
は
ご
本
人
（
勤
労
学
生
に
限
る
）

が
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
た
と
え

ば
、
入
学
金
、
授
業
料
か
ら
制
服
代
、

下
宿
の
敷
金
な
ど
進
学
に
際
し
必
要

な
資
金
と
し
て
幅
広
く
お
使
い
に
な

れ
ま
す
。

▽
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
。

　
高
校
、
大
学
等
に
進
学
さ
れ
る
た

　
め
の
資
金
を
必
要
と
さ
れ
る
方
。

▽
ご
融
資
額
。

　
一
進
学
者
あ
た
り
五
十
万
円
以
内
。

▽
融
資
期
問
。

　
高
校
三
年
以
内
、
大
学
四
年
以
内
。

▽
利
率
。

年
八
・
四
％
（
利
率
は
変
わ
る
こ

　
と
が
あ
り
ま
す
）

▽
保
証
人
。

　
一
名
以
上
。

▽
返
済
方
法
。

　
毎
月
元
利
均
等
返
済
。

▽
お
取
り
扱
い
期
間
。

　
五
十
八
年
四
月
末
日
ま
で
。

▽
窓
口
・
お
問
い
合
せ
。

　
4
3
上
越
市
大
町
三
－
二
ー
一

　
　

　
〒
　
国
民
金
融
公
庫
　
高
田
支
店

　
費
2
翌
（
茜
）
二
三
四
〇

【9】1””””lllll”1“1”“””III”1“””1”””II”““1””lll”1”1”lll”1”1”1”1”1”llIll”“1”1””m”””””1”1”1”II”1”lll””ll”1”ll”1””広報まつのやまNα84

第4回

マ
イ
ホ
ー
ム
建
設
資
金

　
　
申
込
二
月
二
十
五
日
ま
で

　
住
宅
金
融
公
庫
で
は
、
自
分
が
住

む
た
め
の
住
宅
を
新
築
す
る
方
に
、

本
年
度
第
四
回
目
の
個
人
向
け
融
資

を
行
っ
て
い
ま
す
。

▽
受
付
期
間
。

　
一
月
二
十
六
日
か
ら
二
月
二
十
五

　
日
ま
で
。

▽
選
定
方
法
。

　
選
考
（
無
抽
選
）
に
よ
り
行
い
ま

　
す
。

▽
資
格
・
条
件
。

○
自
分
が
住
む
た
め
の
住
宅
を
新
築

　
す
る
方
で
土
地
の
準
備
が
で
き
て

　
い
る
方
。

〇
一
定
基
準
以
上
の
月
収
の
あ
る
方
。

○
住
宅
部
分
の
床
面
積
が
一
五
〇
㎡

以
下
の
住
宅
。

　
た
だ
し
、
六
十
歳
以
上
の
老
人
、

　
心
身
障
害
者
、
六
人
以
上
の
家
族

　
が
同
居
す
る
場
合
並
び
に
二
世
帯

住
宅
の
場
合
一
六
五
㎡
以
下
の
住

宅
。

住宅金融公庫

▽
返
済
期
問
。

　
木
造
の
場
合
二
十
五
年
以
内
。

▽
返
済
方
法
。

　
原
則
と
し
て
元
利
均
等
毎
月
払
い
。

　
ま
た
は
、
元
利
均
等
毎
月
払
い
と

　
ボ
ー
ナ
ス
払
い
の
併
用
。

　
な
お
、
ス
テ
ッ
プ
償
還
の
返
済
方

法
も
あ
り
ま
す
。

▽
申
込
場
所
。

　
住
宅
建
設
場
所
と
同
一
県
内
の
「
住

　
宅
金
融
公
庫
業
務
取
扱
店
」
と
表

冷崇傲
ー
ヂ田

イ
・

　
　
　
　
　
　
≦

　
示
し
た
金
融
機
関
。

◎
詳
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
住
宅

　
金
融
公
庫
、
北
関
東
支
所

　
台
（
9
董
）
琶
ー
套
憂
又
は
、
お

　
近
く
の
公
庫
業
務
取
扱
金
融
機
関

　
で
ご
相
談
下
さ
い
。

融資額及ぴ利率

住宅の床面積
利　　　率 融資限度額

当初10年間 11年目以降 乙地域 丙地域
50㎡～110㎡以ド

　　（135㎡以下）
5．5％ 7．3％ 500万円 480万円

110㎡超～135㎡以下

（135㎡超～165㎡以下）
6．5％ 7．3％ 560万円 530万円

135㎡超～150㎡以下 7．3％ 7．3％ 560万円 530万円

（注）　（）内は老人同居等の場合

　　　　　耀　　　　幾　　機季
。
鍵嫉隷勲繋

ビタミンは体の潤滑油

　ビタミンCが風邪に良いなど、最近はある

種のビタミンが病気に効くということから、

ビタミン・ブームが起こっています。ビタミ

ンはどんな働きをする栄養素なのでしょうか。

また、体に取り入れるにはどうしたら一番よ

いのでしょうか。

　わたしたちが、生命活動を営んでいくには、

数々の栄養素の助けが必要です。ビタミンも

その一つ。ビタミン自身は体のエネルギー源

にはなりませんが、エネルギーを効率よく使

うなど、体の機能をスムーズにする“潤滑油”

のような働きをします。

　ビタミンが不足すると、それぞれ特有の症

状を持った欠乏症が起こります。例えばビタ

ミンAが足りないと「夜盲症」に、B1が不足、
　　　かっけすると「脚気」という具合です。

　今日まで発見されているビタミンは、A、

Bl、B2、C、D、Eなど、約20種にのぽりま

す。この中にはごく少量、体の中でつくられ

るものもありますが、ほとんどは食物から摂

取されます。

　このようにビタミンは体の中でつくられた

／ヂノ汐
　詫

　り，　《ン
　じ
∂　4旨ゆ∈∋

ピ
切

／「

／（

り、食物に含まれる自然の栄養素なのですが、

重要性が明らかになるにつれて、人工的に合

成・生産されるようになりました。

　人工的にっくられたビタミンを、薬のよう

に取り入れる　　これ自体は悪いことではあ

りませんが、なるべくなら食物から取り入れ

るようにしたいものです。というのはいろい

ろなビタミンが含まれるさまざまな食物を取

ることで、ビタミンだけでなく、同時に他の

栄養素をバランスよくとることになるからで
す。
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正
し
い
知
識
で
予
防
し
よ
う
！

　
ガ
ン
、
脳
卒
中
、
心
臓
病
は
昭
和
三
十
三
年
以
後
、
病
死
原
因
の
上
位

三
位
を
占
め
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
病
気
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
社
会
や
家
庭
で
重
要
な
地
位

に
つ
き
始
め
る
四
十
歳
く
ら
い
の
人
か
ら
、
次
第
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
成
人
病
と
は
、
特
定
の
病
気
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
働
き

盛
リ
の
人
を
襲
う
病
気
の
総
称
で
す
。

　
二
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
は
「
成
人
病
予
防
週
問
」
。
寒
さ
が
ピ
ー
ク
と

な
る
こ
の
時
期
は
、
成
人
病
の
う
ち
で
も
脳
卒
中
、
心
臓
病
を
は
じ
め
と

し
て
、
”
血
液
の
通
リ
道
”
に
か
か
わ
る
病
気
が
多
く
な
り
ま
す
。

　
脳
卒
中
、
心
臓
病
な
ど
、
血
液
の
通
リ
道
日
循
環
器
系
の
病
気
は
、
一

度
か
か
る
と
治
り
に
く
い
病
気
で
す
が
、
日
常
の
食
事
や
運
動
な
ど
に
気

を
つ
け
る
こ
と
で
か
な
リ
予
防
で
き
ま
す
。

　
か
か
っ
て
か
ら
よ
り
も
、
か
か
る
前
に
病
気
を
正
し
く
知
っ
て
、
予
防

に
努
め
ま
し
ょ
う
。

脳
卒
中

　
脳
卒
中
は
「
脳
い
っ
血
」
「
中
気
」

「
中
風
」
と
も
呼
ば
れ
、
脳
の
血
管

が
破
れ
て
出
血
し
た
り
、
あ
る
い
は

つ
ま
っ
て
血
液
が
脳
に
行
き
届
か
な

く
な
る
病
気
で
す
。

　
こ
の
病
気
に
か
か
る
と
、
脳
の
働

き
が
衰
え
、
急
に
意
識
が
な
く
な
っ

た
り
、
手
足
が
動
か
な
く
な
っ
た
り

し
、
ひ
ど
い
と
き
に
は
死
亡
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
一
度
、
脳
に
障
害

を
受
け
る
と
回
復
は
難
し
く
、
手
足

の
マ
ヒ
な
ど
の
後
遺
症
が
残
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

心
臓
病

　
心
臓
に
血
液
が
十
分
に
行
き
届
か

な
く
な
り
、
心
臓
の
筋
肉
が
酸
素
不

足
に
な
っ
て
起
こ
り
ま
す
。

　
一
時
的
に
血
が
流
れ
な
く
な
る
の

が
「
狭
心
症
」
、
完
全
に
流
れ
な
く

な
っ
て
心
臓
の
筋
肉
が
活
動
し
な
く
な

　
　
　
　
　
こ
う
エ
し
く

る
の
が
「
心
筋
梗
塞
」
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
、
激
し
い
胸
の
痛
み
が

あ
り
ま
す
が
、
心
筋
梗
塞
で
は
痛
み

が
長
く
続
き
、
死
亡
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　
タ
バ
コ
、
ア
ル
コ
ー
ル
、

　
力
ロ
リ
ー
の
取
り
過
ぎ
に

　
ご
用
心

　
動
脈
硬
化
に
な
る
と
、
血
管
は
弾

力
が
な
く
な
っ
て
モ
ロ
く
な
り
ま
す
。

原
因
は
、
血
管
の
内
壁
に
コ
レ
ス
テ

ロ
ー
ル
や
中
性
脂
肪
が
く
っ
つ
く
こ

と
で
す
。

　
動
脈
硬
化
は
、
十
代
に
始
ま
り
年

を
取
る
に
つ
れ
て
、
硬
化
の
範
囲
が

広
く
な
り
硬
化
の
度
合
い
も
高
ま
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
カ
ロ
リ
～
の

取
り
過
ぎ
や
、
タ
バ
コ
の
吸
い
過
ぎ
、

酒
の
飲
み
過
ぎ
が
拍
車
を
か
け
る
こ

と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
暴
飲
暴
食

は
填
み
ま
し
ょ
う
。

①
精
神
の
安
定
を
保
ち
、
急
激

　
な
運
動
を
避
け
る

②
寒
さ
か
ら
身
を
守
る

③
便
秘
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る

④
長
湯
は
禁
物
！

玄関のほかに

避難口を

　
こ
の
地
域
は
日
本
海
側
で
も
有
数

の
豪
雪
地
で
す
、
災
害
に
備
え
て
雪

お
ろ
し
後
は
、
か
な
ら
ず
玄
関
の
他

に
も
う
一
カ
所
避
難
口
を
確
保
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

〇
二
階
に
は
避
難
器
具
を
備
え
て
お

　
く
9

0
二
方
向
の
避
難
路
を
決
め
て
お
く
。

○
避
難
口
に
は
障
害
と
な
る
物
を
置

　
か
な
い
。

○
老
人
や
子
供
、
病
人
は
避
難
し
や

　
す
い
所
に
寝
か
せ
る
。

　9．臼』脚90’．・ご。99・

撫．一．。園．・0

’

尾

　
　
◎

、
｝
噺

火災・救急

o思o・！　o

．でカ

119番の通報は

あわてずに
ら
．
♂

　
火
災
・
救
急
は
一
一
九
番
へ
通
報

し
ま
す
が
、
そ
の
時
あ
わ
て
な
い
で

通
報
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
あ
わ
て
て
通
報
し
ま
す
と
受
信
者

は
良
く
き
き
と
れ
ず
出
動
が
遅
れ
て

し
ま
い
ま
す
。

○
早
く
確
実
に
通
報
す
る
た
め
電
話

　
機
の
そ
ば
に
住
所
・
目
標
を
書
い

　
た
ス
テ
ッ
カ
ー
等
を
は
っ
て
お
く
。

○
子
供
の
い
た
ず
ら
電
話
（
一
一
九
）

　
は
絶
対
に
さ
せ
な
い
。

　
　
　
　
1
松
之
山
分
遣
所
ー
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交通事故のご相談は轟留脅

お気軽にどうぞ

無料でご相談に応じております

午前9時半～午後4時半（平日）

士曜日は正午まで

◎専門の相談員が親身になってご相談に応じます。

◎弁護士相談日：毎週水曜日午後1時～4時

祉団法人日本損害保険協会

新潟自動車保険請求相談’センター

新潟市本町通七番町1082興亜火災新潟支店ビル5階

　　　　　　　（新堀通り本町角）新潟調査事務所内

　　　　　費0252－25－1851（直通）0252－25－2225

　　　電話のこ相談もお受けします

教育費義製儀コ

　
経
済
的
な
理
由
で
、
子
供
さ
ん
の

教
育
費
な
ど
に
お
困
り
の
方
は
、
担

当
の
民
生
委
員
ま
た
は
在
学
の
学
校

長
に
ご
相
談
下
さ
い
。

▽
対
象
児
童
・
生
徒
。

　
小
学
校
・
中
学
校
の
在
学
生
。

▽
援
助
さ
れ
る
経
費
。

○
学
用
品
費
（
通
学
用
靴
・
雨
が
さ
・

　
帽
子
な
ど
）

○
新
入
学
学
用
品
費
（
ラ
ン
ド
セ
ル
・

　
カ
バ
ン
・
服
な
ど
）

○
修
学
旅
行
費
（
交
通
費
・
宿
泊
費

　
な
ど
）

○
学
校
給
食
費
（
学
校
で
徴
収
す
る

　
給
食
費
）

▽
締
切
日
・
二
月
末
日
ま
で
。

▽
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
教
育
委

　
員
会
で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

　
費
二
〇
四
七

君
礫

　
　
　
　
才

、
　
　
　
　
届

秀
，

　
　
　
殉
㌻
り

や
《
，

物さ

雪
見
酒
。

、

暑
無

　
　
雲
滅
．
．

“
一

冤

一
身

o

Q
　
　
o

奪
憾

1

／
索
雛

十
藩

。

膨ひ装
　
　
　
　
湾
㌧

　
　
　
　
雪
な
ん
τ

　
　
　
　
0

0
0
6
4

づ
る
ロ
ゆ

8
　
　
　
　
　
　
　
　
、

癖
蕉
）
製
、
，
汽

　
　
　
ず
　
　
／

f
．
無

隔
難

「
休
診
ー
」

「
ー
松
之
山
診
療
所
」

2
月
1
2
日
　
（
土
）
医
師
都
合

　
　
1
9
日
（
土
）
指
定
休
日

　
　
2
6
日
（
土
）
医
師
都
合

毎
週
火
曜
日
は
湯
本
出
張
日

戸
籍
の
明
暗
一
月

□
う
ぶ
声

　
福
原
愛
彦
（
天
水
越
・
重
孝
の
二
男
）

□
新
婚
さ
ん

■
お
く
や
み

　
佐
藤
金
治
㈹
（
天
水
越
．
場
丁
）

　
小
野
塚
ミ
イ
㈲
（
天
水
島
・
沢
）

　
邨
山
虎
次
㈲
（
藤
原
・
大
下
）

　
若
月
喜
一
郎
㈲
（
湯
之
島
・
新
宅
）

　
福
原
マ
ス
㈹
（
東
川
・
田
上
や
）

　
竹
内
ト
ミ
㈹
（
湯
之
島
・
下
新
屋
）
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正
し
い
知
識
で
予
防
し
よ
う
！

　
ガ
ン
、
脳
卒
中
、
心
臓
病
は
昭
和
三
十
三
年
以
後
、
病
死
原
因
の
上
位

三
位
を
占
め
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
病
気
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
社
会
や
家
庭
で
重
要
な
地
位

に
つ
き
始
め
る
四
十
歳
く
ら
い
の
人
か
ら
、
次
第
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
成
人
病
と
は
、
特
定
の
病
気
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
働
き

盛
リ
の
人
を
襲
う
病
気
の
総
称
で
す
。

　
二
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
は
「
成
人
病
予
防
週
問
」
。
寒
さ
が
ピ
ー
ク
と

な
る
こ
の
時
期
は
、
成
人
病
の
う
ち
で
も
脳
卒
中
、
心
臓
病
を
は
じ
め
と

し
て
、
”
血
液
の
通
リ
道
”
に
か
か
わ
る
病
気
が
多
く
な
り
ま
す
。

　
脳
卒
中
、
心
臓
病
な
ど
、
血
液
の
通
リ
道
日
循
環
器
系
の
病
気
は
、
一

度
か
か
る
と
治
り
に
く
い
病
気
で
す
が
、
日
常
の
食
事
や
運
動
な
ど
に
気

を
つ
け
る
こ
と
で
か
な
リ
予
防
で
き
ま
す
。

　
か
か
っ
て
か
ら
よ
り
も
、
か
か
る
前
に
病
気
を
正
し
く
知
っ
て
、
予
防

に
努
め
ま
し
ょ
う
。

脳
卒
中

　
脳
卒
中
は
「
脳
い
っ
血
」
「
中
気
」

「
中
風
」
と
も
呼
ば
れ
、
脳
の
血
管

が
破
れ
て
出
血
し
た
り
、
あ
る
い
は

つ
ま
っ
て
血
液
が
脳
に
行
き
届
か
な

く
な
る
病
気
で
す
。

　
こ
の
病
気
に
か
か
る
と
、
脳
の
働

き
が
衰
え
、
急
に
意
識
が
な
く
な
っ

た
り
、
手
足
が
動
か
な
く
な
っ
た
り

し
、
ひ
ど
い
と
き
に
は
死
亡
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
一
度
、
脳
に
障
害

を
受
け
る
と
回
復
は
難
し
く
、
手
足

の
マ
ヒ
な
ど
の
後
遺
症
が
残
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

心
臓
病

　
心
臓
に
血
液
が
十
分
に
行
き
届
か

な
く
な
り
、
心
臓
の
筋
肉
が
酸
素
不

足
に
な
っ
て
起
こ
り
ま
す
。

　
一
時
的
に
血
が
流
れ
な
く
な
る
の

が
「
狭
心
症
」
、
完
全
に
流
れ
な
く

な
っ
て
心
臓
の
筋
肉
が
活
動
し
な
く
な

　
　
　
　
　
こ
う
エ
し
く

る
の
が
「
心
筋
梗
塞
」
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
、
激
し
い
胸
の
痛
み
が

あ
り
ま
す
が
、
心
筋
梗
塞
で
は
痛
み

が
長
く
続
き
、
死
亡
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　
タ
バ
コ
、
ア
ル
コ
ー
ル
、

　
力
ロ
リ
ー
の
取
り
過
ぎ
に

　
ご
用
心

　
動
脈
硬
化
に
な
る
と
、
血
管
は
弾

力
が
な
く
な
っ
て
モ
ロ
く
な
り
ま
す
。

原
因
は
、
血
管
の
内
壁
に
コ
レ
ス
テ

ロ
ー
ル
や
中
性
脂
肪
が
く
っ
つ
く
こ

と
で
す
。

　
動
脈
硬
化
は
、
十
代
に
始
ま
り
年

を
取
る
に
つ
れ
て
、
硬
化
の
範
囲
が

広
く
な
り
硬
化
の
度
合
い
も
高
ま
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
カ
ロ
リ
～
の

取
り
過
ぎ
や
、
タ
バ
コ
の
吸
い
過
ぎ
、

酒
の
飲
み
過
ぎ
が
拍
車
を
か
け
る
こ

と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
暴
飲
暴
食

は
填
み
ま
し
ょ
う
。

①
精
神
の
安
定
を
保
ち
、
急
激

　
な
運
動
を
避
け
る

②
寒
さ
か
ら
身
を
守
る

③
便
秘
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る

④
長
湯
は
禁
物
！

玄関のほかに

避難口を

　
こ
の
地
域
は
日
本
海
側
で
も
有
数

の
豪
雪
地
で
す
、
災
害
に
備
え
て
雪

お
ろ
し
後
は
、
か
な
ら
ず
玄
関
の
他

に
も
う
一
カ
所
避
難
口
を
確
保
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

〇
二
階
に
は
避
難
器
具
を
備
え
て
お

　
く
9

0
二
方
向
の
避
難
路
を
決
め
て
お
く
。

○
避
難
口
に
は
障
害
と
な
る
物
を
置

　
か
な
い
。

○
老
人
や
子
供
、
病
人
は
避
難
し
や

　
す
い
所
に
寝
か
せ
る
。

　9．臼』脚90’．・ご。99・

撫．一．。園．・0

’

尾

　
　
◎

、
｝
噺

火災・救急

o思o・！　o

．でカ

119番の通報は

あわてずに
ら
．
♂

　
火
災
・
救
急
は
一
一
九
番
へ
通
報

し
ま
す
が
、
そ
の
時
あ
わ
て
な
い
で

通
報
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
あ
わ
て
て
通
報
し
ま
す
と
受
信
者

は
良
く
き
き
と
れ
ず
出
動
が
遅
れ
て

し
ま
い
ま
す
。

○
早
く
確
実
に
通
報
す
る
た
め
電
話

　
機
の
そ
ば
に
住
所
・
目
標
を
書
い

　
た
ス
テ
ッ
カ
ー
等
を
は
っ
て
お
く
。

○
子
供
の
い
た
ず
ら
電
話
（
一
一
九
）

　
は
絶
対
に
さ
せ
な
い
。

　
　
　
　
1
松
之
山
分
遣
所
ー
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交通事故のご相談は轟留脅

お気軽にどうぞ

無料でご相談に応じております

午前9時半～午後4時半（平日）

士曜日は正午まで

◎専門の相談員が親身になってご相談に応じます。

◎弁護士相談日：毎週水曜日午後1時～4時

祉団法人日本損害保険協会

新潟自動車保険請求相談’センター

新潟市本町通七番町1082興亜火災新潟支店ビル5階

　　　　　　　（新堀通り本町角）新潟調査事務所内

　　　　　費0252－25－1851（直通）0252－25－2225

　　　電話のこ相談もお受けします

教育費義製儀コ

　
経
済
的
な
理
由
で
、
子
供
さ
ん
の

教
育
費
な
ど
に
お
困
り
の
方
は
、
担

当
の
民
生
委
員
ま
た
は
在
学
の
学
校

長
に
ご
相
談
下
さ
い
。

▽
対
象
児
童
・
生
徒
。

　
小
学
校
・
中
学
校
の
在
学
生
。

▽
援
助
さ
れ
る
経
費
。

○
学
用
品
費
（
通
学
用
靴
・
雨
が
さ
・

　
帽
子
な
ど
）

○
新
入
学
学
用
品
費
（
ラ
ン
ド
セ
ル
・

　
カ
バ
ン
・
服
な
ど
）

○
修
学
旅
行
費
（
交
通
費
・
宿
泊
費

　
な
ど
）

○
学
校
給
食
費
（
学
校
で
徴
収
す
る

　
給
食
費
）

▽
締
切
日
・
二
月
末
日
ま
で
。

▽
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
教
育
委

　
員
会
で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

　
費
二
〇
四
七

君
礫

　
　
　
　
才

、
　
　
　
　
届

秀
，

　
　
　
殉
㌻
り

や
《
，

物さ

雪
見
酒
。

、

暑
無

　
　
雲
滅
．
．

“
一

冤

一
身

o

Q
　
　
o

奪
憾

1

／
索
雛

十
藩

。

膨ひ装
　
　
　
　
湾
㌧

　
　
　
　
雪
な
ん
τ

　
　
　
　
0

0
0
6
4

づ
る
ロ
ゆ

8
　
　
　
　
　
　
　
　
、

癖
蕉
）
製
、
，
汽

　
　
　
ず
　
　
／

f
．
無

隔
難

「
休
診
ー
」

「
ー
松
之
山
診
療
所
」

2
月
1
2
日
　
（
土
）
医
師
都
合

　
　
1
9
日
（
土
）
指
定
休
日

　
　
2
6
日
（
土
）
医
師
都
合

毎
週
火
曜
日
は
湯
本
出
張
日

戸
籍
の
明
暗
一
月

□
う
ぶ
声

　
福
原
愛
彦
（
天
水
越
・
重
孝
の
二
男
）

□
新
婚
さ
ん

■
お
く
や
み

　
佐
藤
金
治
㈹
（
天
水
越
．
場
丁
）

　
小
野
塚
ミ
イ
㈲
（
天
水
島
・
沢
）

　
邨
山
虎
次
㈲
（
藤
原
・
大
下
）

　
若
月
喜
一
郎
㈲
（
湯
之
島
・
新
宅
）

　
福
原
マ
ス
㈹
（
東
川
・
田
上
や
）

　
竹
内
ト
ミ
㈹
（
湯
之
島
・
下
新
屋
）
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松之山郵便局

2月14日から窓ロ時間改正

区　　　別 平　　　　日 土　曜　日 日曜祭　日

窓口取扱時間

午前9時00分から

午後5時00分まで

午前9時00分から

午後0時30分まで

窓口取扱時間外

　　の取扱時間

午前8時00分から

午前9時00分まで

　　及び
午後5時00分から

午後5時30分まで

午前8時00分から

午前9時00分まで

　　及び
午後0時30分から

午後5時00分まで

午前9時00分から

午後0時00分まで

※取扱時間外では、料金後納とする日刊新聞、速達（航空含む）郵便物の

料金納付のために使用する切手類のみ売さばき。

※松之山湯本局及び浦田局の窓口取扱時間は従前どおりです。

㎞kiゴCセa“

轟
㈱

匙
煮

　
！

　
蘇

か
陣

額
樫

マ
リ身

H本専売公社

　帽お肖費勧審
暮ろしの麻生櫛ひ瀬
　　　　　　北見けんいち

陛禽

魯癒
／￥／＼

イイ

㌻

ll

刀4　．

カ
ー
を
々
ン

露
娃
ど

タ
バ
つ

ゆ
貿
．
て
さ
て

先
－
ラ
ィ

’釜》

焚
元
↑

質
ζ
　
錨
鴨

鶴
隔
蝿

、
ス
ノ
，
7
フ

御
役
に
丘
、
　
‘
一
，
、
　
一

修
ん
　
．
・
世

マ
す
よ

　
こ

　
宿
　
篭

へ
之
，

そ
う
ヱ
し
N

在
の
ー
　
、

螺鍵驚騨
ミ“気　、，・癒バ

爵％ド　　。〃

添　　　1　　　　ぽ　　　　　　　　　　　 で

　　　。穆4＼＼》
　　　　9甥孝τ留いノ

箏し’う”

農地の売・買・貸驚借は

優遇措置φある簗農業公社峯で〃

市晦村簾業黍貴会緯ζ類談・ください。

　　鱗

　　　灘鰯覇翻釜帥濾嫉購賭i無薪・

　　　簾欝嚢鐡嬉雛」覆2“騰
灘灘灘灘ll麟、、．．竃灘

　懸騰籔黙撫蒸公鴛

r墜繍儲懸卸
赤い羽根共同募金にご理解とご協力いただき、

誠にありがとうございましたc
募金内訳

〉戸別（部落）募金

〉職域 募金

〉学校募金

820，485ド」

35，（〕651弓

54，578卜q

1
月
に
あ
っ
た
行
事

7
日
　
選
挙
管
理
委
員
会

13

日
　
農
業
委
員
会
総
会

15

日
　
む
こ
投
げ
、
す
み
ぬ
り
祭

21

日
　
国
保
運
営
協
議
会

　
　
　
ス
キ
i
場
建
設
委
員
会

22

日
　
消
防
委
員
会

胆
日
　
議
会
建
設
委
員
会

25

日
　
議
会
産
業
経
済
委
員
会
（

　
　
　
十
六
日
ま
で
）

27

日
　
議
会
総
務
民
生
委
員
会
（

　
　
　
十
八
日
ま
で
）

31

日
　
民
生
委
員
協
議
会

ー
①
5
1


